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根拠法令等

１　計　画　（プラン）

北広島市子育て支援短期利用事業実施要綱

市内にある児童養護施設（天使の園・ふくじゅ園）と事業の実施について委託契約を締
結し、利用者の申請により施設に依頼のうえ事業（ショートステイ事業）実施
H１４-　３名利用（延べ　　9日間）
H１５-１５名利用（延べ　48日間）
Ｈ１６-　７名利用（延べ　67日間）
Ｈ１７-１０名利用（延べ114日間）

平成１8年6月

241

①満１歳以上の児童から概ね小学校児童まで
②配偶者などの暴力により緊急保護を必要とする母及び児童（１歳未満を含む）

保護者の諸事情により家庭で養育が困難になった場合に児童養護施設の機能を活用
し、児童を一定期間(ショートスティ事業＝7日以内、緊急一時保護＝1日、トワイライトス
ティ事業＝6ヶ月以内）養育保護することで児童と家庭の福祉の向上を図る。

作成日

児童福祉

内線814

課長職名事務区分

安全で安心できるまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 高田信夫

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

八町史郎

整理番号 20-5 作成部署 保健福祉部児童家庭課子育て支援短期利用事業事務事業名

　平成１8年度事務事業評価調書（継続用）　　　　北広島市

子育て支援の充実

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

一日単位としたショートスティ事業に加え、１８年４月より、ひとり親家庭の保護者が仕事
の都合や緊急やむをえない理由により、平日の夜間や休日に養育することが困難となっ
た場合に対応するトワイライトステイ事業、及び夫などの暴力により緊急一時的に保護
を必要とする児童及び母のショートスティ事業を実施する。

施策）
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別紙１
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直接事業費

43212 241
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地方債
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国支出金
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16年度（決算）
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366 453
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611

活動指標
（事務事業の
活動量や実
績）

利用１日当たりコスト

100 100

活動指標① 利用者

活動指標② 329329

人

日

30

延べ利用日数

0.05

9,000

450

1,061

0.05

9,000

1,061

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
16年度

指　　　　　標　　　　　値

17年度単位 19年度（目標）18年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 816 903

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

18年度（予算） 19年度（予定）17年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

370

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 450450 450

154

その他特財

7 10 30

67 114

100

12,179 7,921

100

3,2253,225
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【入所件数/入所申込数】
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【(総事業費÷延べ利用日数】

成果指標②
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【※参考】

前年度の
２次評価

行革
本部

【２次評価】

【上記３の評価を踏
まえ、総合判定と今
後の方向性について
記入】

　判　　　　定

拡大重点化

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

　判　　　　定

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

今後の方向性（課題と解決方法等）

□終了

今後の方向性

□拡大重点化

■現状維持

□見直し

□統合

□廃止

　1次評価のとおり、トワイライトステイや緊急一時保護など事業を拡
大したため、当面は現状維持とする。

保護者の勤務形態の変化やひとり親家庭の増加、また子育て家庭の育児疲れ対応など多様な市民
ニーズに対応する子育て支援事業であり、また育児不安を背景とした児童虐待のリスクを軽減させる
サービスとしても有効である。

 用日数が増えてきているなど、多様な子育て支援として、必要性や有効性などを高配点とした。

45 36

1次評価ポイント ２次評価ポイント

説明
（上記
評価の
総合的
な説明）

担当
部局

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

評価項目 チェック項目

上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥当性の度合）
必要性

と
妥当性 行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公益性の度合）

市民や社会の要求はどの程度か（ニーズの度合）

１～５

成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達成度合） １～５

36

目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段有効度合） １～５

５
点
満
点

5 5

受益者負担は適正か（適切な場合及びなじまない場合は５点）

行財政構造改革推
進本部の総合判定

３　評　価　（チェック）

有効性

上位施策への貢献度はどの程度か（貢献度合）

□拡大重点化

■現状維持

【１次評価】

□終了

□統合

□廃止

　判　　　　定

□見直し

１～５

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

事務事業担当部局
の総合判定

１８年度から、トワイライトスティとＤＶ対策としての児童及び母の緊急
一時保護を拡大したため、現状維持とする。

効率性

整理番号 20-5

行革本部の
評価(２次)

今後の方向性

現在、１日単位で最長７日間で受け入れているが、時間単位での利用も可能な夜間・休日に
対応するトワイライトステイ事業の実施や、DV対策として緊急一時的に非難する場所として、
DV被害者である母子を対象とするなど事業内容の拡大を検討する。

黄色の欄に数字を入力すると自動的に計算されます

１～５

１～５

配点
低→高

事業担当部局
の評価(１次)

15
点
満
点

15

１～５投入した予算や人員に見合った効果が得られているか（費用対効果の度合）

　 　 １～５効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

　　　□有　　　　　■無

１～５

公平性

計

法律で実施が義務付けられている事務事業か

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。


